
上川町の人事行政の運営等の状況
「上川町人事行政の運営等の状況の公開に関する条例」に基づき、職員の給料や職員数、勤務条件などの
人事行政の運営等の状況について公表し、その公平性と透明性を高めることとします。

1　職員の任免及び職員数に関する状況
　（１）職員の退職及び採用の状況

　（２）部門別職員数の状況　(各年４月１日現在）

　 *部門別職員数には、町長、副町長、教育長は含まれません。

２　職員の給与の状況
　　（１）人件費の状況（普通会計決算）

A B

＊人件費は、議会議員や非常勤特別職の報酬、町長等の特別職給与及び職員給与・退職手当組合負担金などが含まれます。

　　（２）職員給与費の状況（普通会計予算）

　　（３）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

　　（注）１　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　　　２　「平均給与月額」とは、給与月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの
　　　　　　諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれらすべての諸手当込みのものであり、また
　　　　　　下段は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、通勤手当、特殊勤務手当等が含まれて
　　　　　　いないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

5,919千円令和７年度 105人

16.4%

B/A

81,053千円

職員数

384,895千円 155,580千円

274,862千円

給　　料

621,528千円

歳出額 実質収支

平均年齢 平均給与月額

314,294円
374,553円

期末・勤勉手当

41

133

小計

平均給料月額

上川町

区分

（参考）
（令和５年度の人件費率）

人件費

計　　　B
給　　　　　与　　　　　費

職員手当

6,156,402千円

B/A

5134 139136

0
△ 115

△ 2
1

1

3

14

一人当たり給与費

3 △ 2

17.0%1,007,115千円

△ 2

人件費率

0

△ 1

△ 1 2

1 1

△ 2
△ 1 △ 1 0

1 0

1

9

1

1

11 1 1
20 0

3

2
△ 1

1

△ 1
△ 2

5

6
0 0

△ 1

△ 1

△ 2

△ 1

△ 1 2

0 △ 1 △ 2

1

令５

0

△ 1

0

0

0 0
1 0
2

86 84
26

令５ 令６

0
△ 1

124 24
2 2

23

9

89

2

56 △ 4

10

31

23

0

国

38.1歳

区　分

41.9歳

2
25福

祉
関
係
を
除
く

一
般
行
政

小計

議会

土木

会
計
部
門

病院

令和６年度 3,034人

区分
住民基本台帳人口

（令和６年度末）

総合計

公
営
企
業
等

3
14

3
13

41

A

下水道 3

税務 4

39

2

85一般行政職

教育

その他

水道

関
係

福
祉 衛生

民生

小計

11
59

17 18

59

商工

労働

10

12

9

26
9

農水

9

27

総務

令４

8
0

4 4
△ 2

0

0

令和5年度末職員数

132人 2人

区分
部門

令和7年度採用者数

12人

令４
職員数（人）

139人

対前年増減数(人）
令７

10

0

8

令７

8

令６

令和6年度採用者数

3 2
20

9
2

87

10

3

1

332,237円 414,480円

22

9
58

22

40

17

344,460円

9

0 0 0
△ 1

△ 1

△ 2
0

3

0

令和7年４月職員数

6人

令和6年度退職者数



　　（４）職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

　　（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

　　（６）一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

   （７）期末手当・勤勉手当及び退職手当の状況(令和６年度）
　　期末・勤勉手当

　　退職手当

その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置2%～45%加算） その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置2%～45%加算）
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11人

2.1月分

勧奨・定年 （支給率）

期末手当

副主幹・課長補佐・課長
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国
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   （８）その他の職員手当の状況(令和７年４月１日現在）

・配偶者、父母等 円
・子 円
・満16歳から満22歳までの子 円加算

・自宅の場合 円
・借家の場合（家賃12,000円を超えるものに限る）

円を上限に支給
･交通機関利用者　　 円を上限に支給
・自家用車等利用者（2km以上）

～
支給区分に応じて支給（年額）
・扶養親族のある世帯主 円
・扶養親族のない世帯主 円
･その他の職員 円
・管理職又は監督の地位にある職員に支給
　　　
・特殊な業務に従事する職員に支給
・正規の時間を超えて勤務することを命じられた職員に支給
支給実績（令和６年度一般会計決算） 千円
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度一般会計決算） 千円

　　　（９）特別職の報酬等の状況(令和７年４月１日現在）

（算定方式） （支給時期）
給料月額×在職年数×5.126　　 任期毎に支給
給料月額×在職年数×3.234　　 任期毎に支給
給料月額×在職年数×2.838　　 任期毎に支給

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　　　（１）勤務時間の状況(令和７年４月１日現在）

　　　（２）年次休暇の状況（令和６年１月１日から令和６年１２月３１日）
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　　　（３）休暇等の種類（令和７年４月1日現在）

１暦年毎に２０日とし、２０日を超えない範囲内の残日数を繰越すことができる。
負傷又は疾病のため療養を要する場合、最小限必要と認められる期間
結婚休暇 ５日以内
産前休暇 ８週間以内（多胎妊娠の場合１４週）
産後休暇 ８週間以内
配偶者出産休暇 ３日以内
子の看護休暇 子が３歳以上　５日以内（子が２人以上の場合１０日以内）

子が３歳未満　６日以内（子が２人以上の場合１２日以内）
忌引休暇 職員の親族が死亡したとき

例： 配偶者 １０日以内
血族父母 ７日以内
血族祖父母 ３日以内など

夏季休暇 ３日以内
負傷、疾病又は老齢により、２週間以上にわたり親族を介助しなければならないとき。
６月を限度として必要と認められる期間

４　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）

2 人 　分限処分とは、公務能率の維持を目的にした処分で、勤務成績が良くない
場合、心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合、職務に必要な的確
性を欠く場合等の際に、職員に対して行われる処分です。

0 人 　懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的な責任を問い、秩序維持を
0 人 図ることを目的にした制裁的な処分で、地方公務員法など又は条例規則、規程に
0 人 違反し又は職務を怠った場合の際に、職員に対し行われる処分です。
2 人
5 人

５　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
　　　（１）研修の状況（令和６年度）

（町内・町外）

管理能力 2 日 1 人

接遇ステップアップ講座（ビジネスマナーはじめの一歩編） 1 日 2 人

文書作成能力向上 2 日 1 人
窓口応対マナー 2 日 1 人
甲種防火管理新規講習 2 日 2 人
指導能力 2 日 1 人
メンタルヘルスセミナー 1 日 3 人

上川管内町村職員基礎研修会 3 日 3 人

政策形成基礎講座 2 日 1 人

上川管内町村職員初級研修会 3 日 5 人
町村職員法務研修（基礎編） 2 日 5 人
上川管内町村職員中級研修会 3 日 3 人
上川地区法務実務入門研修 1 日 2 人
自治体の契約事務 2 日 1 人
接遇ステップアップ研修（クレーム対応・上手な怒られ方編） 1 日 1 人
情報発信能力向上 2 日 1 人

（道外）

4 日 1 人

上川町まちづくり研修 東京都 3 日 2 人

上川町まちづくり研修 島根県 4 日 2 人

（職場内）
人　数

　　　（２）勤務成績の評定の概要（令和４年度）

27 人

4 人

地域魅力創造課地域魅力創造グル―
プ企画担当　他

令和6年度上川管内職員合同視察研修

月 18 人

48 人2 月

東神楽町・WEB

美瑛町
旭川市
札幌市
旭川市

研　　　　　　修　　　　　　名

日　数 人　数

開催月

日　数

WEB

研 修 内 容 場　　所

戒告
懲戒処分 減給

訓告等

免職

介護休暇

年次有給休暇

特別休暇

区　　分

（主なもの）

病気休暇

分限処分

処分の種類 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容処分者数

停職

研　　　　　　　　　　修　　　　　　　　　　名

WEB

札幌市
札幌市

旭川市

札幌市

札幌市

旭川市

札幌市

美瑛町

講　　師

美瑛町

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

人　数場　　　所

総務課長他 4 月新規採用職員研修

人3 月

財政研修会（補正予算緒入力方法について）
総務課総務財政グループ
伊藤主事

10 人

カスタマーハラスメント研修
株式会社ぎょうせい
橋本　泉　氏

3

メンタルヘルス研修会
リフレイム
河野　恵美　氏

リーダーが実践すべき「対話」研修（係長向け）
株式会社グッドパッチ　米田　真依　氏
KAMISORI　WORX　吉本　健太　氏

若手職員基礎研修

23

9 月

月

長崎県、熊本県

9



６　職員の服務の状況
　　　（１）職員の守るべき義務の概要
　　

　人事考課は該当なし

７　職員の福利及び利益の保護の状況
　　　（１）職員の保健の状況（令和４年度）　地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定し
ています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務
上の命令に従う義務（同法第３２条）、信用失墜行為の禁止（同法第３３条）、秘密を守る義務（同法３４条）
職務に専念する義務（同法第３５条）、政治的行為の制限（同法第３６条）、争議行為等の禁止（同法３７条）
営利企業等の従事制限（同法第３８条）など、服務上の強い制約を課しています。

      （２）公平委員会の状況（令和６年度）
１短期給付事業（保健給付、休業給付、災害給付、附加給付など）
２長期給付事業（退職給付、障害給付、遺族給付など）
３福祉事業（保健事業、貯金事業、貸付事業、物資事業など）
１福利厚生事業（入院見舞金、出産祝金、弔慰金、介護見舞金など）
２医療給付事業（退職後の医療費、死亡弔慰金など）
３貸付事業
４福祉年金事業

勤務条件に関する措置の要求 0件
不利益処分に関する不服申し立て 0件

市町村職員福祉協会

件　　数区　　　　　　　　　　分

市町村職員共済組合


